
 

「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(2001)について 

薬袋秀樹（前筑波大学） qzw04141＠nifty.com 

 

1. はじめに 

1.1 研究の背景 

2001年7月、「公立図書館の設置及び運営上の

望ましい基準」（2001年文部科学省告示第132号）

（以下、「2001基準」という）が初めて大臣告示

された１）。この基準では、行政支援、ビジネス支

援のほか、自己点検・評価が導入され、数値目標

が削除されて、代わりに参考資料が添付されてい

る。これは、日本の公共図書館行政における大き

な変化であるが、これまで、その策定経過と内容

の詳細な検討は行われていない。 

1.2 研究の目的 

本研究の目的は、2001基準の検討過程と内容に

ついて検討し、その主な特徴の一つである、①数

値目標の削除、②参考資料の添付、③自己点検・

評価の3点がどのような議論から形成されたのか

を明らかにすることである。なお、2001基準全体

については、今後研究を行う予定である。 

1.3 研究の方法 

 研究方法としては文献研究を用いる。「望まし

い基準」に関する文献を収集し、①～③の形成過

程と内容に着目する。①では、国の地方分権政策

との関係、③では、文部省による教育全般におけ

る自己点検・評価の取り組みを検討する。 

 

2．2001基準制定の経過と特徴 

2.1 基準制定の経過 

1998年 12 月、生涯学習審議会社会教育分科審

議会計画部会図書館専門委員会（委員長：田中久

文日本大学教授）で告示に向けた検討が開始され

た。検討を開始した契機について、田中は、「地方

分権化に伴う一連の社会教育行政の見直し過程で」

同部会から、図書館法第18条の「基準告示の未制

定を指摘されたことによる」と述べている１１）。 

同専門委員会は、1999年8月「公立図書館の設

置及び運営上の望ましい基準について（中間まと

め）」（以下、「中間まとめ」という）を発表し、図

書館関係団体から意見が寄せられた。2000 年 12

月に文部大臣に「公立図書館の設置及び運営上の

望ましい基準について（報告）」（以下、「報告」と

いう）を提出し２）、2001年7月、2001基準が文部

科学大臣名で告示された。 

2.2 報告の構成 

 「1. 審議の経過」「2. これからの公立図書館

の在り方」「3. 基準の内容」の３章からなる。2

は、「１ 図書館利用者の拡大に向けて」「２ 豊

かな図書館サービスの展開に向けて」からなる。2

では、新しい情報通信技術の活用、国際化への対

応、高齢化への対応、子どもの読書の振興、職業

能力開発のための要求への対応、ボランティア活

動の推進の６項目が挙げられている。     

3.2 基準の特徴 

 1992年に生涯学習局長名で通知された「公立図

書館の設置及び運営に関する基準」３）(以下、「1992

基準」という)と同様、1．総則、2．市町村立図書

館、3．都道府県立図書館の 3 節からなる。1992

基準をもとに、より詳しく規定するとともに、新

しい項目が追加されている。主な特徴として次の

3点を挙げることができる。                                                           

第一に、行政支援、ビジネス支援の導入である。

章は異なるが、「地方公共団体の政策決定や行政事

務に必要な資料及び情報」「就職、転職、職業能力

開発、日常の仕事等のための資料及び情報」の収

集・提供が定められている。これまでの基準や基

準案では特定主題の資料の充実について論じられ

ていないが、すべての主題を均等に扱うのではな

く、重要性の高い主題の資料の充実を図る考え方

が見られ、収集資料の主題に関する考え方が変化

している。                                               

  第二に、自己点検・自己評価の導入である。公

立図書館は、「各々適切な「指標」を選定するとと

もに、これらに係る「数値目標」を設定し、その

達成に向けて計画的にこれを行うよう」、「図書館

協議会の協力を得つつ、前項の「数値目標」の達

成状況に関し自ら点検及び評価を行うとともに、

その結果を住民に公表するよう努めなければなら

ない」ことが規定されている。                                           

 第三に、数値目標の削除である。1992基準では

4項目の数値目標が挙げられていたが、2001基準

では削除され、代わりに、「参考資料」で「数値目

標の例」が示されている。これは、全国の市町村

のうち人口 1 人当たりの「貸出冊数の多い上位

10％の市町村立図書館の平均数値」を各種の指標

について示したもので、実質的には、上位 5％の



 

図書館の数値を示したものといえる。 

   

３. 2001基準に関する議論 

3.1 委員側の基準に関する論点 

 田中は、委員会での論点として次の6点を挙げ

ている１１）。①定量的記述、②未整備自治体におけ

る整備、③専門的職員の配置比率、④図書館長の

有資格者任用、⑤電子メディアへの対応と課金、

⑥成人の職業能力開発。糸賀雅児は、2001基準の

特徴として次の 5点を挙げている９)。①広域図書

館の可能性、②数値なし、③政策や行政への資料

提供、④専門的職員の確保、⑤住民参加の推進。

岡部一邦は、報告のメッセージとして次の4点を

挙げている８）。①図書館サービスの計画的実施と

自己評価、②電子図書館機能の実現、③職員の資

質の向上とネットワークの構築、④厳しい財政状

況における施策の見直し。越塚美加は、糸賀の記

事を踏まえて、数値基準を中心に議論の過程につ

いて論じている１０）。  

3つの研究課題については、4氏とも何らかの形

で言及している。 

3.2 数値目標の削除 

(1）委員の考え方 

田中の2001基準に関する著作は2点あるが、そ

れよりも早い時期の資料として、「報告」提出直後

の千葉県図書館長会議（2001年1月）の講演要旨

がある７）。数値目標について、「地方6団体からの

申し入れにより図書館法 19 条が廃止されたこと

もあり、地方分権の時代に国が基準を示すことは

難しい状況であり、大臣告示ともなればほとんど

数値基準は不可能との判断があった」と述べてい

る。これは、「報告」提出直後の講演であるため、

当時の判断の内容をより直接的に反映していると

考えられる。地方6団体の提言は1996年7月に行

われ、1999年 7月に図書館法第 19条が廃止され

ている。 

2003年の記事では、理由の一つとして、「国の

地方分権推進会議の中間報告」を挙げているが１２）、

これは「地方分権改革推進会議」６）のことと推測

される。同推進会議の中間報告は2002年6月、新

基準の告示の約1年後に発表されており、政府の

規制緩和に関する方針が明確に反映されているた

め、根拠として挙げたものと思われる。 

田中は、1998年の生涯学習審議会答申「社会の

変化に対応した今後の社会教育行政の在り方につ

いて」５）には触れていない。文部省の審議会の答

申は政府の圧力に対する対応であるため、触れな

かったのではないかと推測される。 

2001基準は、上記答申の考え方に沿うものであ

り、公民館等に先んじて、数値目標を含まない基

準を制定している。1998年に生涯学習審議会が答

申を発表したということは、それ以前から、政府

の規制緩和に関する委員会等では、議論されてい

たと考えられる。 

糸賀は、「細かい数値を入れたら絶対に大臣告示

にならなかっただろう」と述べ、政府の方針の影

響を示唆しているが、具体的な契機については述

べていない。また、各地域の住民が適切な指標と

水準を決定すべきであると指摘して、地域の政策

目標の多様性を強調している９）。 

越塚は、この点について、検討の前に、上部委

員会からとりまとめの方向性に関する説明があっ

たことを明らかにしている。その内容は、大臣告

示を目指すのであれば、地方分権の推進に伴う記

述内容の弾力化・大綱化が必須であるというもの

で、従来の量的記述の質的記述への書き換えが求

められたと述べている。越塚は、数値目標削除の

理由として、自治体の財政事情を挙げ、自治体間

の財政力格差を強調している。 

以上のように、文部省以外の団体の主張に具体

的に言及しているのは田中だけである。 

(2)日図協の考え方 

「中間まとめ」に対する日図協の意見は、「「参

考資料」を本文に位置付けを記述」する。「最低「国

民1人当たり年間貸出冊数8冊」という目標を示

す」１７）ことで、図問研の意見は「数値を伴わな

いものは基準とは言えない。必要な項目について

は、本文中に明確に定めること」１８）である。 

前田章夫は、2000年に、基準の検討に際して、 

「文部省からは地方分権の趣旨に基づき基準の大

綱化・弾力化を図り、(中略)数値は一切出さない

という枠がはめられていたと言われている」こと

を指摘し、「数値基準が盛り込めなかったことは、

図書館界の力不足の表れといえるかもしれないが、

やはり何らかの基準値は入れて欲しかった」「本文

中に一定の数値目標を入れることは是非とも必要

であろうと思う」と述べている２１）。 

日図協には別の意見もある。清水隆は、1999年

に、次のように述べている１５）。地方分権の流れの

中で大綱化、弾力化が強調され、一律の数値目標

の掲載は困難だが、必要であり、施設規模等の掲

載を追求するとともに、都道府県の振興策や日図



 

協が基準の解釈としての数値目標を提示し、市町

村が主体的に目標を設定する。 

酒川玲子は、2000年に、必要な数値目標は示す

べきであるが、各地の図書館の格差が著しい現状

では、全国一律の数値は意味がないと思われるた

め、各自治体の図書館の発展につながる目標数値

と指標を提示すべきであると述べている１６）。 

 前田は、数値目標の削除に関する文部省の意向

について述べているが、それが政府の意向にもと

づくことを述べていない。このため、図書館界の

取り組み方によっては、数値目標を加えることが

できたかのような意見になっている。清水も「地

方分権の流れの中」という表現を用いている。 

3.2 参考資料 

 参考資料が採用された意図について、糸賀は、

国内の図書館にとって、十分到達可能で、かなり

水準の高い図書館の数値は、他の図書館にとって

目指すべき目標となるだろうと説明し、問題点は

あるが、市町村段階で、自館に必要な蔵書点数、

貸出点数、延床面積を知る手がかりになるだろう

と述べている１３）。越塚は、訪問調査と一部の委員

の経験から、各自治体が最も関心を持つのは同規

模・類似諸条件の他自治体の状況であることを指

摘し、同規模・類似諸条件の自治体のデータを示

し、各自治体はそれを参考にして図書館政策を立

案することが望ましいと述べている。 

 田中は、指標と「その一部事項の現実の数値」

と述べて、数値を示しているのは指標の一部であ

ることを指摘している１１）。越塚は、これらの最新

の統計データを自由に利用できるようにすること

が望まれると述べて、統計データの活用方法につ

いて詳しく論じている。しかし、統計データの内

容は具体的に検討されておらず、日図協の統計調

査の範囲に限定されることも指摘されていない。 

 日図協図書館の基準を検討するワーキング・グ

ループは、2001年に、障害者サービスや情報通信

技術など今後さらに拡充すべき業務の指標も必要

であり、日図協各委員会による調査の項目が指標

となり得ること、指標が全国一律に比較できるよ

うに、全国レベルでの統計の標準化の取組みが必 

要であることを指摘している２２）。 

3.3 自己点検・自己評価 

岡部は、この項目を、「地方分権の趣旨に即した

「自己選択・自己責任」を前提とした図書館運営

と規定し、自治体行政の観点から位置付け、各自

治体では、厳しい財政状況の中で施策の見直しが

進められ、図書館もサービス内容を自己点検・評

価し、その結果をサービスの改善に結びつける努

力が求められていると述べている。清水は、2001

年に、この視点はこれまでにないものであり、重

要であることを指摘している２０）。 

教育行政等の雑誌の報道記事では、2001基準の

意義として、自己点検・評価が最初に挙げられて

いるが４）、これは文科省の記者発表資料によるも

のと考えられる。自己点検・評価は、大学教育に

関する審議会答申で提案され、1996年に『図書館

雑誌』で特集記事が組まれ１４）、図書館界でも議論

され、取り組まれてきている。 

鈴木良雄は、1999年7月のいわゆる「地方分権

一括法」の成立と図書館法の改正に触れ、国主導

による図書館施策の実施という考え方が消滅した

ため、各自治体には、地域を基盤とした新たな図

書館設置の理論の再構成が必要であることを指摘

している１９）。 

   

４．考察 

4.1 数値基準の削除 

田中は、地方6団体の申し入れが契機であった

と述べている１１）。『図書館雑誌』では、田中、糸

賀、文科省担当者の記事は掲載されていない。「望

ましい基準」が公示されたにもかかわらず、専門

委員会委員長による解説記事が掲載されていない。

これでは、会員は基準の意図を十分理解すること

ができない。また、前田や清水は、数値基準が不

掲載となった政治的背景に言及しつつも、それが

文部省を超えた政府の方針であることに触れてい

ない。この結果、数値目標の掲載は、図書館界の

努力と文部省の意向次第であるかのような認識が

形成され、2012基準に対して、数値基準の掲載を

求める取り組みが行われたと考えられる。 

4.2 参考資料 

 基準の本文に数値目標を記載することが困難と

なった状況を打開して、高い目標を示すことがで

きた点では大変有意義である。しかし、その後の

経過の中で次のような問題が生じているため、今

後、検討が必要である。第一に、都道府県立図書

館のデータが示されていないが、その説明は行わ

れていない。第二に、参考資料は日図協『日本の

図書館』に依拠したもので、日図協ワーキング・

グループは、それ以外の指標が必要であると指摘

している。第三に、サービスの質的評価に関する

指標や課題解決支援サービスに関する指標が欠け



 

ている。 

4.3 自己点検・自己評価 

この項目については、委員も『図書館雑誌』等

の記事も十分論じていない。この項目は、2008年

の図書館法改正の際に、第7条の3、4として取り

入れられており、重要性が高いと考えられる。他

方、図書館関係者には広く知られていたため、当

然のことと受け止められたとも考えられる。図書

館関係者と文科省の受け止め方に差がある可能性

が考えられる。 

  

おわりに 

2001 基準の策定に尽力された関係者の皆様に

心から敬意を表します。 
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[抄録] 

本研究の目的は、「公立図書館の設置及び運営

上の望ましい基準」（2001年文部科学省告示第132

号）の検討過程と内容について検討し、その主な

特徴の一つである、①数値目標の削除、②参考資

料の添付、③自己点検・評価の3点がどのような

議論から形成されたのかを明らかにすることであ

る。 

研究方法としては文献研究を用いた。「望まし

い基準」に関する文献を収集し、①～③の形成過

程と内容に着目した。①では、国の地方分権政策

との関係、③では、文科省による教育全般におけ

る自己点検・評価の取り組みを検討する。 

①数値基準の削除については、『図書館雑誌』で

は、政府の地方分権政策の影響であることが示さ

れなかったため、そのことが図書館関係者に理解

されていないと思われること、②参考資料の添付

については、これまでの問題点の解決に成功し、

高い目標を示している点は評価できるが、数値デ

ータの内容が不十分であること、③自己点検・評

価については、後に図書館法の改正の際に取り入

れられ、重要性が高いこと、大学評価における文

部省の政策が導入されたもので、基準に関する雑

誌記事では、一部の論者を除いて、十分議論され

ていないことが明らかになった。 

――――――――――――――― 

本稿は、下記の文献の誤植を訂正し、抄録を付加

したものです。 
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